
 

入 札 公 告 

  

 一般競争入札について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

 

 令和５年４月２４日 

群馬県立渋川工業高等学校長 諏訪 淳一 

 (1) 購入物品 レーザ加工機一式 

 (2) 数量   １台 

 (3) 納入場所  群馬県立渋川工業高等学校 管理教室１階１１４室（精密加工実習室） 

 (4) 購入物品の特質等 詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

 (5) 契約方法 総価契約 

 (6) 納入期限 令和６年３月２９日 

 (7) 入札方法 上記(1)の物品を入札に付する。 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者

は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和４、５年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であって、等級格付区分がＡのものであること。 

 (3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。  

(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けて

いない者であること。 

(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない

者であること。 

(6) 資格者名簿において、本社又は委任先営業所の所在地が群馬県内であること。 

(7) 当該調達物品に係るアフターサービス、修理、部品提供等を長期にわたり円滑に満たし得ることを証明した

者であること。 

(8)当該調達物品の仕様に適合した物品を納入できることを証明した者であること。 

 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 契約条項を示す場所、入札説明書に関する問い合わせ先 

   〒３７７－０００８ 群馬県渋川市渋川８番地１ 

   群馬県立渋川工業高等学校事務室 担当 島田 



   電話 ０２７９－２２－２５５１ 

 (2) 入札説明書の交付方法 上記(1)の場所で交付 

 (3) 入札説明書の交付期間 

    令和５年４月２４日（月）から令和５年４月２８日（金）までの毎日。 

  ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除き、時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの

間とする。 

 (4) 入札及び開札の日時 令和５年５月１１日（木）午前９時３０分 

 (5) 入札及び開札の場所 群馬県立渋川工業高等学校 管理教室棟１階中会議室 

 (6) 入札結果 群馬県立渋川工業高等学校ホームページ上で公表する。 

アドレス：https://shibuko-hs.gsn.ed.jp/ 

 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除 

(3) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書に入札説明書で定める

書類を添付し、令和５年５月８日（月）午後５時までに上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

   入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合には、

これに応じなければならない。 

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。 

  無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 

(5) 契約書の作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 

  規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行

った入札者を落札者とする。 

 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が２名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を

決定する。この場合、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係

のない県職員にくじを引かせるものとする。 

(7) その他 詳細は、入札説明書による。 


